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平成２７年より新・子ども・子育て支援制度が始まり、本市でも「宇佐市子ども・子育て支援事業

計画」を策定しました。市民の皆様をはじめ、地域、子育てに関わる施設、関係機関、団体等との連

携を深め、ともにふれあい、たすけあい、育ちあいながら、若い世代が安心して子どもを産み、子育

てをしたくなるまちづくりを推進してきました。あれから５年経過し、年号も平成から令和となり、

本年度１０月からは「幼児教育・保育の無償化」が始まるなど子育て支援に関する環境も大きな変化

はありましたが、依然として子ども数の更なる減少、過疎化又は核家族化による家庭や地域の子育て

力の低下や不安、年々増加している児童虐待など、子どもを取り巻く環境は厳しい状況が続いており

ます。 

地域社会全体で子ども・子育てを支援する支え合いの仕組み及び子育て関係機関等による子育てに

関すること全てを継続的・包括的に把握し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を行う連携

が求められています。 

そして、今年度は第１期の計画期間である最終年度となりましたので、見直しを行い、更なる子育

て支援施策を盛り込んだ「第２期宇佐市子ども・子育て支援事業計画」を策定いたしました。 

今後、この事業計画の実現に向けて地域や子育てに関わる施設、関係機関、団体等との連携を深め

る仕組みづくりを丁寧に行い、子どもたちを次世代へとつなぐため子育てに関するすべてを包括的に

支援してまいります。本市の未来のためにも皆様のより一層のご理解とご協力をお願いいたします。 

おわりに、この事業計画の策定にあたり、ご尽力いただきました、「宇佐市子ども・子育て会議」、

「宇佐市子ども・子育て会議専門部会」の皆様をはじめ、「子ども・子育て支援事業に関するニーズ

調査」「パブリックコメント」などにご協力いただきました市民の皆様に心からお礼申し上げます。 

 

 

 

令和２年３月 

                                       宇佐市長  是 永 修 治 
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